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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

西原町ホームページ　http://www.town.nishihara.okinawa.jp「庁舎等複合施設建設ブログ」で西原庁舎等複合施設の工事のようすを振りかえろう！ 西原町庁舎建設ブログ 検索

総
務
部
総
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※

申
込
方
法
等
、詳
細
は
総
務
部
総

務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】総
務
部
総
務
課 

職
員
係

☎
9
4
5

－

5
0
1
1

　映
像
祭
で
は
、
西
原
町
を
紹
介

す
る
映
像
の
コ
ン
テ
ス
ト
が
行
わ

れ
、
ノ
ミ
ネ
ー
ト
作
品
が
放
映
さ

れ
ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

【
日
時
】3
月
21
日（
土
）14
時

【
場
所
】
西
原
町
町
民
交
流
セ
ン

タ
ー 

中
ホ
ー
ル

【
入
場
】無
料

【
問
合
せ
】総
務
部
企
画
財
政
課
広

報
係

☎
9
4
5

－

5
3
4
0

　

｢

交
通
災
害
共
済
」と
は
、加
入
者

相
互
の
助
け
合
い
を
合
言
葉
に
、わ

ず
か
な
掛
金
を
支
払
う
こ
と
で
万

が
一
交
通
事
故
に
あ
っ
た
場
合
、見

舞
金
が
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　交
通
戦
争
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
る
ほ
ど
交
通
事
故
が
多
発
し
、い

つ
ど
こ
で
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
る

か
分
か
り
ま
せ
ん
。ぜ
ひ
ご
家
族
み

な
さ
ん
で
ご
加
入
く
だ
さ
い
。

【
共
済
掛
金
】
1
年
間
ご
と
、
加
入

者
1
人
に
つ
き
5
0
0
円

【
申
込
方
法
】
申
込
書
（
広
報
に
し

は
ら
3
月
号
と
一
緒
に
配
布
し
ま

す
）
に
掛
金
を
添
え
て
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

【
申
込
受
付
期
間
】
3
月
2
日（
月
）

〜
3
月
31
日（
火
）

※

4
月
1
日
以
降
も
随
時
受
付

【
共
済
期
間
】
4
月
1
日（
火
）〜
平

成
27
年
3
月
31
日（
火
）

※

た
だ
し
4
月
2
日
以
降
に
加
入

さ
れ
る
方
は
、
加
入
申
込
を
受
理

し
た
日
の
翌
日
か
ら
共
済
が
開
始

と
な
り
ま
す
。

【
申
込
み･

問
合
せ
】総
務
部
総
務
課

☎
9
4
5

－

5
0
1
1

　西
原
町
で
は
、
中
学
生
を
海
外

へ
派
遣
し
、
教
育･

文
化･

歴
史･

産
業
等
の
視
察
学
習
及
び
ホ
ー
ム

ス
テ
イ
等
の
活
動
を
通
し
て
国
際

的
視
野
を
広
め
る
と
と
も
に
、
海

外
青
少
年
と
の
友
情
を
深
め
、
21

世
紀
の
国
際
社
会
に
活
躍
し
う

る
青
少
年
の
育
成
を
目
的
に
、
海

外
短
期
留
学
派
遣
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

※

参
考

平
成
26
年
度
の
事
業
概
要
は
次
の

と
お
り
で
す
。

【
派
遣
先
】ア
メ
リ
カ
合
衆
国
シ
ア

ト
ル
近
郊

【
派
遣
期
間
】平
成
26
年
7
月
25
日

（
金
）〜
8
月
23
日（
土
）の
30
日
間

【
派
遣
費
用
】
55
万
8
千
円(

自
己
負

担
額
は
約
12
万
円
程
度)

【
派
遣
人
数
】8
名

実
施
要
項
等
の
詳
細
は
広
報
に
し

は
ら
4
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

※

応
募
者
が
定
員
に
達
し
な
か
っ

た
場
合
、
中
止
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

【
問
合
せ
】教
育
部
教
育
総
務
課
学

務
係

☎
9
4
5

－

5
0
3
9

　総
務
省
で
は
、
統
計
の
重
要
性

に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
、

統
計
調
査
に
国
民
の
協
力
が
い
た

だ
け
る
よ
う
に
と
定
め
た
「
統
計

の
日
」（
10
月
18
日
）の
周
知
を
図
る

た
め
、 

毎
年
「
統
計
の
日
」
の
ポ
ス

タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
広
報
媒
体

に
活
用
す
る
標
語（
ス
ロ
ー
ガ
ン
）

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
募
集
期
間
】
2
月
2
日（
月
）〜
3

月
31
日（
火
）

【
応
募
資
格
】小
中
学
生
、高
校
生
、

一
般
の
方
（
ど
な
た
で
も
応
募
で

き
ま
す
）

【
応
募
方
法
】
1
人
に
つ
き
5
点
ま

で
応
募
で
き
ま
す
。
指
定
の
応
募

用
紙
に
よ
り
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

応
募
用
紙
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。ま
た
、総
務
部
企

画
財
政
課
の
窓
口
で
配
布
し
て
い

ま
す
。

※

応
募
作
品
は
自
作
で
未
発
表
の

も
の
に
限
り
ま
す
。

【
作
品
の
提
出
】
メ
ー
ル
ま
た
は

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
提
出
先
】
総
務
省
政
策
統
括
官
付

を
有
し
、
平
成
27
年
4
月
に
高
等

学
校
、
専
修
学
校
高
等
課
程
な
ど

に
在
学
し
て
い
る
生
徒

【
申
込
方
法
】出
願
書
類
を
学
校
か

ら
受
け
取
り
、
学
校
が
定
め
る
提

出
期
日
ま
で
に
学
校
へ
提
出

【
問
合
せ
】在
学
し
て
い
る
学
校
の

奨
学
金
担
当
者

○
大
学
、大
学
院
等

【
対
象
】次
の
要
件
を
満
た
す
者

（
１
）県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の

　
　子
弟
で
、国
内
の
大
学
、大
学

　
　院
、
高
等
専
門
学
校
も
し
く

　
　は
専
修
学
校（
専
門
課
程
）に

　
　在
学
し
て
い
る
者
ま
た
は
平

　
　成
27
年
4
月
入
学
予
定
の
者
。

（
２
）学
業
、人
物
と
も
に
優
秀
で
あ

　
　る
が
、経
済
的
理
由
に
よ
り
就

　
　学
に
困
難
が
あ
る
者
。

【
問
合
せ
】（
財
）沖
縄
県
国
際
交
流

･

人
材
育
成
財
団

　奨
学
課

☎
9
4
2

－

9
2
1
3

h
ttp
://w
w
w
.o
ih
f.o
r.jp
/

　民
間
賃
貸
住
宅
の
ト
ラ
ブ
ル
に

関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　家
主
・
借
主
ど
ち
ら
か
ら
の
相

談
も
O
K
で
す
。

○
電
話
相
談

　弁
護
士
が
電
話
で
対
応
し
ま
す
。

【
日
時
】毎
週
水
曜
日
10
〜
12
時
、14

〜
16
時
、17
〜
19
時
の
3
コ
マ
／
毎

週
金
曜
日
10
〜
12
時
、14
〜
16
時
の

2
コ
マ

【
相
談
電
話
番
号
】

☎
0
1
2
0

－

0
0
9
3

－

7
0
3

○
面
接
相
談

　事
前
に
弁
護
士
に
連
絡
し
、
予

約
し
た
う
え
で
ご
相
談
に
対
応
し

ま
す
。

【
日
時
】
予
約
時
に
相
談
し
て
決

定
。1
コ
マ
30
分（
無
料
）

【
予
約
電
話
番
号
】
☎
8
6
5

－

3
7
3
7

【
事
業
実
施
主
体
】沖
縄
弁
護
士
会

　あ
た
た
か
い
お
心
遣
い
に
、
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

♥
N
P
O
法
人
西
原
町
人
つ
く
り

支
援
の
会（
新
川
武
雄
理
事
長
）よ

り
、町
立
小
中
学
校

6
校
に

5
万

円
、合
計

30
万
円
分
の
図
書
券
の

寄
贈
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

統
計
企
画
管
理
官
室 

普
及
指
導
担
当

メ
ー
ル : to

u
k
ein
o
h
i@
so
u
m
u
.

g
o
.jp

Ｆ
Ａ
Ｘ : 

0
3

－

5
2
7
3

－

1
1
8
1

【
問
合
せ
】総
務
省
政
策
統
括
官
付

統
計
企
画
管
理
官
室

☎
0
3

－

5
2
7
3

－

1
1
4
4

（
直
通
）

　沖
縄
県
の
振
興
発
展
を
担
う
人

材
の
育
成
を
目
的
と
し
て
、
平
成

27
年
度
の
奨
学
生
を
募
集
し
ま

す
。
詳
細
は
募
集
要
項
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
高
等
学
校
等

【
応
募
資
格
】
沖
縄
県
内
に
住
所

【
採
用
職
種
】ホ
ー
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

【
業
務
内
容
】

　自
主
事
業
の
調
査
研
究
・
企
画

実
施
、文
化
事
業
の
情
報
収
集
・
蓄

積
・
提
供
、
施
設
使
用
申
請
受
付
・

許
可
、そ
の
他

【
資
格
】

　P
C
操
作(

ワ
ー
ド
、エ
ク
セ
ル
、

パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
等)

が
で
き
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
。

○
舞
台
芸
術
に
関
す
る
専
門
的
知

識
を
有
す
る
者

○
舞
台
施
設
で
の
業
務
経
験
が
あ

る
者

○
地
域
の
芸
術
文
化
振
興
に
意
欲

の
あ
る
者

※

申
込
方
法
等
、
詳
細
は
教
育
部

生
涯
学
習
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
教
育
部
生
涯
学
習
課

町
民
交
流
セ
ン
タ
ー
係

☎
9
4
5

－

5
0
3
6

【
採
用
職
種
】建
築
技
術
業
務

【
業
務
内
容
】庁
舎
管
理
及
び
建
築

関
係
業
務

【
資
格
】
1
級
以
上
建
築
士
免
許
保

持
者

【
提
出
書
類
】

　自
筆
履
歴
書
1
通（
写
真
を
貼
っ

た
も
の
）と
資
格
要
件
等
の
写
し
を

あ
ら  

か
わ

　た
け

　お

平
成
27
年
度 

西
原
町
中
学
生

海
外
短
期
留
学
派
遣
事
業
に
つ
い
て

「
統
計
の
日
」（
10
月
18
日
）の
標
語

（
ス
ロ
ー
ガ
ン
）を
募
集
！！

西
原
町
教
育
委
員
会
嘱
託
員
の

募
集
に
つ
い
て

西
原
町
嘱
託
員
の
募
集
に
つ
い
て

「
第
2
回 

に
し
は
ら
映
像
祭

  
2
0
1
5
」開
催
の
お
知
ら
せ

沖
縄
県
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合

へ
の
加
入
に
つ
い
て

平
成
27
年
度

貸
与
奨
学
生
の
募
集
に
つ
い
て

民
間
賃
貸
住
宅
相
談
の
ご
案
内

愛
の
贈
り
も
の

地域に貢献する企業を目指して

西原町字内間 111-2
0120-882-916

（西原町指定給水工事事業者）
キッチン･浴室･トイレ工事

増改築工事

防水塗装工事

サンリフォーム沖縄

町内相談機関
～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

総合相談 日常生活のあらゆる相談に乗ります。曜日ごとに専門の相談員が対応
しますので、お気軽にご連絡ください。

※匿名での相談も可。電話相談にも応じています。また、時間外は留守番電話また

　は FAXで受け付けます。予約優先

時間／ 10時～ 16時（12時～ 13時を除く）

月／福祉相談【宮良律子】･･･生活のための手段や生活費に関する相談

火／障害福祉なんでも相談【儀間優子】･･･障害のある方や、発達が気になる方、

　　その家族などが抱える悩み・困りごとに関する相談

水／法律相談【垣花豊順（弁護士）】･･･法律に関するあらゆる相談

　　※相談時間：13時～ 16時

木／消費生活相談【大城恵美】･･･衣食住に係るすべての契約や多重債務等に関する相談

金／悩みごとなんでも相談【諸見里美和】･･･どこに相談したらよいのか、一人で悩

　　んでばかりで、解決策がみつからないなど、悩みごとなんでも相談

問 合 せ　西原町社会福祉センター内総合相談所

☎835-8822 または 945-3651　FAX946-6777

なんでも相談（窓口相談）生活に関わること、どこに相談したらいいか分からないことなど、どんな悩みでも相談を受けます。

相談日時　毎月第1･第 3火曜日（相談日が祝日の場合は翌週）

場　　所　西原町役場

相 談 員　上木律子

問 合 せ　総務部企画財政課　☎945-5340

教育相談
相談日時　月～金曜　8時 30分～ 17時 15 分（12時～ 13時を除く）

相 談 員　与那嶺 力、佐久川弥生、宮城直子、小波津米子

問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

※平成 26年 4月から西原町中央公民館に移転しました。

不登校の児童・生徒や保護者への支援や助言を行います。

みやらりつこ

おおしろえ み

もろみざとみわ

うえきりつこ

よなみねつとむ　 さくがわやよい　　みやぎなおこ　　こはつよねこ

人権相談
相談日時　随時

相 談 員　知花正、當眞信子、仲宗根好美、與那嶺等、伊礼キヨ、崎原菊江

問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

近所とのトラブル、家庭内のもめごと、いじめ、離婚、ＤＶなどによる
人権に関する相談

ちばなただし　とうまのぶこ　 なかそねよしみ　よなみねひとし　いれい　　　　さきはらきくえ

行政相談
相談日時　基本は随時。ただし、毎月第 4火曜日は巡回相談を西原町役場で開設

              【10時～16時（12時～13時を除く）】

相 談 員　行政相談委員　大城　恵子　☎946-6404

問 合 せ　総務部企画財政課　☎945-5340

国などの行政機関に対する苦情や要望に関する相談

おおしろけいこ

精神障害者相談
相談日時　月･火･木･金：9時～ 12時、14時～ 18時／水･土：9時～ 12時

相 談 員　医師　城間政州

問 合 せ　城間医院　☎945-4551

精神的なお悩みに関する相談

しろままさくに

地域包括支援センター
相談日時　随時

相 談 員　玉城、与那嶺、新垣

問 合 せ　西原敬愛園内　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者やそのご家族などからの介護や保健、
福祉に関する相談 

たまき　　よなみね　 あらかき

かきのはなほうじゅん

ぎ まゆうこ

法律相談
法律相談　弁護士による法律に関する相談

相談日時　第 3火曜日 14 時～ 17時 30 分

場　　所　西原町役場

相 談 員　弁護士　永吉盛元

問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

弁護士による法律に関する相談

ながよしせいげん

※要事前予約


